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Ⅰ　基本計画策定にあたって 

　１　基本計画策定の趣旨 

　　　全国的に少子化が進む中、本町においても児童生徒数の減少による小・中学校の小

規模化が進行しており、児童生徒の人間関係の固定化や多様な価値観とのふれあいの

減少、学級数の減少に伴う教職員数の減少など、教育環境への様々な課題が指摘され

ています。 

　　　また、学校は地域の活動拠点や文化・スポーツ活動拠点など、地域コミュニティの

核として重要な役割を担っており、学校規模や配置の適正化は、保護者や地域住民の

理解と協力を得て実施することが重要です。 

　　　本町教育の基本理念である「ふるさと浜中に生き、豊かなまちを拓き創造する人づ

くり」、さらには、第６期浜中町まちづくり総合計画の基本目標である「豊かな学び

を育み、未来に向かって挑戦し続ける人づくり」の実現に向け、本町教育の良さを次

代に引き継ぎ、持続可能な望ましい教育環境の実現を目指し、基本的な考え方や具体

的な方策を示し、保護者や地域住民、行政が一体となってその取組を円滑に進めるた

め、「浜中町学校適正規模・適正配置基本計画」を策定します。 

 

　２　基本計画策定の背景 

　　　本町では、地域の特性を生かし、特色ある教育活動を推進してきましたが、社会の

変化や少子化に対応し、児童生徒に確かな学力や豊かな心などの「生きる力」を育む

ための教育環境を整備していくため、平成１７年に「浜中町立小中学校の適正配置に

係る基本方針」を定め、小・中学校の適正規模・適正配置を進めてきました。 

しかし近年、義務教育が「小学校６年、中学校３年」から「９年間を通した形」で

新たに規定されたほか、教育内容や学習活動の量的・質的充実、児童生徒の発達の早

期化、校舎の老朽化など、新たな教育課題が浮き彫りとなる中で、今後の本町におけ

る学校運営についても、学校区のあり方や学校の統廃合、小中一貫教育、義務教育学

校など様々な観点から見直すべき段階にきていると判断しました。 

そこで、浜中町教育委員会では、教育を取り巻く状況の変化を踏まえ、子どもたち

にとって望ましい教育環境を整備する観点から、令和４年７月に「学校の適正規模・

適正配置の検討の進め方に関する基本方針」を策定し、学校適正規模・適正配置に関

する検討を開始しました。 

この基本方針に沿って、令和５年７月に浜中町学校適正規模・適正配置検討委員会

を設置し、「浜中町学校適正規模・適正配置基本計画の策定に係る基本的な考え方」

「浜中町立小中学校の適正化に向けた具体的な方策」の２点について諮問を行い、令

和６年３月１５日に答申を受けたところです。 

浜中町教育委員会では、この答申書の内容を基本とし、浜中町学校適正規模・適正

配置についての基本計画を策定することとしました。 
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Ⅱ　町立小・中学校の状況と課題 

　１　総人口と児童生徒数の推移 

　本町の児童生徒数は、昭和３７年の２，９２３人をピークに減少の一途をたどり、

令和６年５月１日現在、３５４人となっており、ピーク時と比較して約１２％と大幅

に減少しています。 

     
（総人口については、国勢調査（総務省）及び浜中町史より。ただし、令和６年の数値は４月末現在

の住民基本台帳人口。児童生徒数については教育委員会調べ。） 

 

　２　総人口と５～１４歳人口の推計 

　人口減少と少子化の流れは今後もさらに進む傾向にあり、推計によると児童生徒数

が令和３１年には令和２年の約半数となる見通しです。 

　　　  
（国立社会保障・人口問題研究所：日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）より） 
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　３　学校別の児童生徒数の推計 

　　　出生数をもとにした今後の学校別の児童生徒数の推計は、次のとおりです。 

     
（教育委員会調べ） 

 

４　小・中学校の規模 

　　学校教育法施行規則では、小・中学校の標準的な学級数を「１２学級から１８学級」

と規定しており、標準的な学級数を下回る学校を「小規模校」「過小規模校」に区分

しています。 

　　本町では令和６年度現在、全８校のうち霧多布小学校、茶内小学校、霧多布中学校、

茶内中学校の４校が「小規模校」に区分され、散布小学校、浜中小学校、散布中学校、

浜中中学校の４校が複式学級を有する「過小規模校」に区分されます。 

◎小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人） 

 

　　　　◎中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人） 
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　５　学校の小規模化に伴う課題 

　　　　小・中学校の小規模化は学校運営や教育活動に様々な影響を及ぼします。 

　　　　本町における学校の適正規模・適正配置を検討する上では、小規模校のメリット

を最大化しデメリットを最小化する方策が必要となります。 

 

６　学校施設の現状 

　　　学校配置は、これまでの学校統合の結果、霧多布地区、散布地区、浜中地区、茶内

地区の４地区に、それぞれ小学校１校、中学校１校（散布地区は小中併置校）が配置

されています。 

　　　また、学校施設の状況は、次のとおりとなっています。 

　　　　注：耐用年数は目安です。 

改修や耐震補強等を行っており、耐用年数が過ぎても校舎等は使用可能です。 

 メリット デメリット

 学習面 

　　　　　　　　　　 

　　　　 

　　　　　　　　　　

・教員は児童生徒の顔と名前が一致

し、一人ひとりに目が届きやすく、

きめ細やかな指導ができる。 

・学校行事や学習活動において、一人

ひとりの活躍の場が創出しやすい。 

・体験活動などの校外学習がしやす

い。（郷土学習など地域の資源を活

かした学習がしやすい。）

・多様な考え方に触れる機会が少ない。 

・目が届く反面、手を掛けすぎてしまう

ことがある。 

・集団活動や部活動に制約が生じやす

い。 

・複式の学級では、学習面で指導の行き

届かない時間ができてしまう。 

・複式の学級では、教員の負担が大き

い。

 生活面 ・異学年間の交流がしやすい。 

・一人ひとりに目が届きやすく、健康　

状態や様子の把握がしやすい。

・人間関係が固定化しやすい。

 学校 

運営面

・教職員間の連絡調整がしやすい。 

・コミスクなど地域との連携が図りや

すい。

・教員の一人当たりの負担が大きくな

る。 

・ＰＴＡ活動やコミスクなど保護者の負

担が大きくなる。

 学校名 建物名 建築年 経過年数 耐用年数
 

霧多布小学校
校　舎 Ｓ５７ ４２年 ６０年

 体育館 Ｈ２５ １１年 ４７年
 

散布小中学校
校　舎 Ｓ６１ ３８年 ６０年

 体育館 Ｓ６２ ３７年 ４０年
 

浜中小学校
校　舎 Ｓ６３ ３６年 ６０年

 体育館 Ｈ１３ ２３年 ４０年
 

茶内小学校
校　舎 Ｈ　２ ３４年 ６０年

 体育館 Ｈ　３ ３３年 ４０年
 

霧多布中学校
校　舎 Ｓ４９ ５０年 ６０年

 体育館 Ｓ５０ ４９年 ４０年
 

浜中中学校
校　舎 Ｓ６０ ３９年 ６０年

 体育館 Ｈ１０ ２６年 ４０年
 

茶内中学校
校　舎 Ｓ５８ ４１年 ６０年

 体育館 Ｓ５９ ４０年 ４０年
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Ⅲ　学校の適正規模・適正配置の基本的な考え 

　　浜中町の次代を担う子どもたちが、知（確かな学力）・徳（豊かな心）・体（健やかな

体）の調和のとれた「生きる力」を育むための望ましい教育環境の整備に向け、本町に

おける小・中学校の適正規模・適正配置の基本的考え方を次のとおり定めます。 

 

　１　学校適正規模の基本的な考え方 

　　　平成１７年１２月１６日浜中町教育委員会決定の「浜中町立小中学校の適正配置に

係る基本方針」を基本的な考え方として踏襲します。 

　　（１）公立小中学校にあっては、児童生徒の力を十分に育むためには、教職員が適正

に確保されなければならない。 

　　　　　学校は、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、事務生等の教職員が確保さ

れて、その機能を十分に果たすことができると考える。 

　　　　　教頭については、担任を兼務せず、専任が望ましい。 

　　　　　したがって、これからの教職員確保するための最小児童・生徒数を「地方教育

行政の組織及び運営に関する法律」第４１条第２項の規定による小学校及び中学

校の県費負担教職員定数の配置基準に基づき、平成３年３月８日北海道教育委員

会決定の「教職員定数の配置及び学級編成基準」に示された１６人とする。 

　　　　　よって、児童数が１６人に達しない小学校は、将来統合の対象とならない近隣

の学校に統合する。 

　　　　　中学校にあっては、発達段階を考慮し、単式学級で授業が行えるような環境が

望ましいと考える。 

　　　　　したがって、中学校にあっては、複式学級を組まなければならない学校につい

て、近隣の学校に統合する。 

（２）基本方針を基に地域の父母や住民と統合に向けた協議を行う。 

　　　　　但し、父母の考え、地域の意向を十分に尊重し、強制はしない。 

　　（３）最終的には、１６人に達しない小学校、複式学級を組む中学校を統合の対象と

するが、学校を廃校にすることは、地域の住民に苦渋の選択を迫ることであり、

時間を要することである。 

したがって、当面教頭配置のできない２学級の小学校、将来２学級になると見

込まれる小学校、複式学級を組んでいる中学校から統合に向けた協議を進めるこ

ととする。 

 

　２　学校適正配置の基本的な考え方 

　　　学校の適正配置については、本町の地理的要因等を考慮し、限られた財源の中で長

期的に適正な学校規模の確保を目指していく必要があります。 

　　　このため、学校施設の整備や既存校舎を生かした教室数の確保などを考慮し、それ

でもなお、適正な配置が図られない場合は、校舎の新設についても検討していきます。 
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　　　また、国が示す適正な通学距離は、小学校で概ね４ｋｍ以内、中学校で概ね６ｋｍ

以内とし、通学時間については、概ね１時間以内を目安としています。 

　　　これまでの学校統合の結果、散布小中学校を除く小・中学校で、遠距離通学等とな

る児童生徒に対してスクールバスを運行しており、バス乗車時間は、長い児童生徒で

４５分程度となっています。これ以上の通学距離や通学時間の延長にあたっては、児

童生徒や保護者等の負担軽減や朝時間、放課後時間の確保等の観点、現在運行してい

るスクールバスの状況を踏まえ、国の示す基準の範囲内とします。 

 

　３　これからの適正規模・適正配置の実施にあたって考慮すべき事項 

　　（１）「はまなか」らしい教育環境の整備 

　　　　　本町の次代を担う子どもたちが、知（確かな学力）・徳（豊かな心）・体（健や

かな体）の調和のとれた「生きる力」を育むためには、地域の人材や環境など特

色を活かした教育や地域との連携を図りながら「郷土愛」を育む「はまなか」ら

しい教育を進める必要があります。 

　　　　　各地区では学校と地域が連携して、歴史や文化を継承しながら人材や環境を活

用する教育活動の推進、酪農業・漁業などの基幹産業や自然に目を向けた郷土愛

を育む教育を実践しています。 

　　　　　その「はまなか」らしい教育をより一層推進するためには、地域資源を活かし

た「総合的な学習」を中心とする教育課程の編成や体系化など、地域と一体とな

った「地域とともにある学校づくり」を推進する必要があります。 

　　（２）小規模校の特性を生かす方策 

　　　　　学校の小規模化が学校教育に及ぼす影響は、各学校の学校運営や教育活動、児

童生徒の状況、学校と地域との関係など、様々な状況を考慮しながら判断しなけ

ればなりません。 

　　　　　現在、本町の学校全てが小規模校もしくは過小規模校で、仮に複数の学校で統

合したとしても国が示す適正規模には及ばない状況で、小規模校を維持していく

ための方策が必要となります。 

　　　　　小規模校のメリットを最大化する方策としては、少人数を生かした個に応じた

指導の充実として、個別学習や繰り返し学習の実施や個に応じた学習課題の設定、

校外学習も含めた体験機会の積極的な導入などがあります。また、特色あるカリ

キュラム編成の導入として、「総合的な学習」を活用した体験的・問題解決的な

活動を取り入れた教育課程の編成や「教育課程特例校制度（許可を受けた特定の

学校について、子どもたちの教育の充実を図るため、全国一律の規制とは異なる

特色ある教育を実施するもの。）」の導入などがあります。 

　　　　　デメリットを最小化する方策としては、ＴＶ会議システムやオンライン会議シ

ステムなどのＩＣＴを活用した他校との合同授業の実施や他地域の学校と互いに

訪問して行う合同授業などを行うことで、向上心を高め、社会性の涵養や多様な
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考えに触れる機会の創出につながることが考えられます。 

　　　　　こうした方策をそれぞれの学校の実情に応じて、検討する必要があります。 

　　（３）学校統合のメリットとデメリット 

　　　　　義務教育段階の学校は、単に教科等の知識や技能を習得させるだけではなく、

児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨す

ることを通じて思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規

範意識を身に付けることが重要になります。そうした教育を十分に行うためには、

一定の規模の児童生徒集団やバランスのとれた教職員集団が配置されていること

が望ましく、このようなことから、一定の学校規模を確保するため、地域や保護

者などとの協議を踏まえ学校統合を進めてきました。 

　　　　　一方で、学校統合により歴史や文化を継承しながら人材や環境を活用した特色

ある教育活動が失われたことや子どもと地域の大人との関わり合いが希薄になる

などの状況も生じており、地域の衰退が進んだとの声も聞かれます。 

　　　　　今後、さらなる学校統合を考える場合、検討しなければならないことは、地域

や学校なども規模が大きくなればなるほど平準化されるといわれていることです。

これまで各学校で培われてきた特色ある教育内容を学校統合後も継承していくこ

とは、その思いを描きつつも難しいという点があります。学校統合後の学校づく

りの理念は、教育委員会や学校だけではなく、コミュニティ・スクールなど保護

者等や地域の議論の中で、目指す子ども像の認識を全員が共有することが重要と

なります。 

　　　　　また、学校統合を進め、町内１校の小・中学校とすることを仮定した場合、そ

れは町内に身近な他校が存在しなくなるということになります。このことは、児

童生徒においては、適正規模校にならない限り小学校１年生から中学校３年生ま

でを同じクラスメイトと過ごす点に変わりはありません。しかしながら、町内の

他校との交流学習がなくなることは、多様な考えに触れる機会の減少に繋がりま

す。さらに、学校生活に不適応を起こした場合、同じ町内で転校ができないこと

にも繋がります。 

　　　　　教職員においては、学校の学級数を基本に教職員数が決まることから、学校統

合の結果、学級数が増えなければ町内全体での教職員数が減少することになりま

す。このことは、町内に校長が１人、教頭が１人、各学級や教科担任が１人ずつ

しかいないという状況に繋がり、身近な他校の教職員との研修や相談等ができな

くなるとともに、教職員に不測の事態が生じた場合、早急に代替教員を確保する

ことが難しくなり、学校運営面にも影響を及ぼす恐れがあります。 

　　　　　これからの学校統合を検討する場合は、こうしたことについても検討していく

必要があります。 
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　　（４）小中一貫教育の推進 

　　　　　小中一貫教育は、小・中学校が目指す子ども像の認識を共有するとともに９年

間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指すものであり、小中教員の乗

り入れ指導や教科担任制の導入などによる学力の向上や小学校から中学校への進

学に際し新しい環境での学習や生活に不適応を起こす「中一ギャップ」への対応、

異学年交流による精神的な発達や社会性の育成効果への期待、柔軟な教育課程の

編成による効果的な教育活動の展開などのほか、保護者組織の一本化による負担

軽減などが期待できます。 

　　　　　また、地域特性を活かした教育を体系的に推進する「はまなか」らしい教育を

実現するためには、小中一貫型小・中学校や義務教育学校の導入は、手段として

有効です。 

　　　　　さらに、小中一貫型学校等として再編することによって、学校全体としての児

童生徒数や教職員数を確保し、よりよい教育環境が整えられ、小規模校の課題の

解消を図るためにも有効です。 

　　（５）児童生徒の安全確保 

　　　　　本町の小・中学校の校舎等の多くは、昭和５０年代後半から６０年代前半にか

けて建設され、耐用年数は残り２５年程度となっています。また、一番古い霧多

布中学校は、耐用年数が残り１０年となり老朽化が進んでいます。さらに、本町

は津波災害の危険性があることから、津波浸水区域にあり避難に時間を要する学

校の対策も不可欠です。 

　　　　　学校の適正配置を検討する上では、老朽化や津波防災対策を含め、児童生徒の

安心・安全が確保されるよう進める必要があります。 

　　（６）保護者や地域の理解 

　　　　　今後の学校の在り方については、町づくりにも大きな影響を及ぼすことから地

域の問題として捉え、本町が目指す学校教育の方向性等を丁寧に説明し、保護者

等や地域住民の理解と協力を得ることが重要です。 
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Ⅳ　適正規模・適正配置の手法 

　　１　学校統合 

　学校の小規模化がさらに進行し適正化が必要な場合、保護者等や地域住民の要望

や意見を尊重しながら行うこととします。 

 

　　２　小中一貫教育の導入 

　小中一貫教育については、教育効果が高まる有用な施策として、学校配置や施設

の状況、必要規模等を踏まえ、小中一貫型小・中学校や義務教育学校の導入検討を

進めることとします。 
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Ⅴ　適正配置計画 

　本基本計画では前述を踏まえ、各小・中学校の状況を個別・地区別に分析した結果、

適正規模・適正配置の方向性について、次の通りとします。 

 

　　１　霧多布小学校  

 

　　　　○学校概要 

 

　　　　○児童数の推計 

 

　霧多布小学校は、児童数の減少が見込まれ、今後、複式学級が存在する年度があ

る見込みです。 

一方、校舎の耐用年数は２０年程度あることから、当分の間、当該校についての

適正化を行う必要はないと考えられます。 

同地区にある霧多布中学校の老朽化が著しいことから、当該校へ併設します。そ

の後、小中一貫型小・中学校や義務教育学校の導入検討を保護者等や地域住民との

共通理解を踏まえ、進めます。 

 

 

 所　在　地 霧多布東４条１丁目１３番地

 創　　　立 明治１７年１２月

 
建設年度

校　舎 昭和５７（１９８２）年

 体育館 平成２５（２０１３）年

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

 １年生 １６ ４ １５ ４ ５ ５ １１

 ２年生 １０ １６ ４ １５ ４ ５ ５

 ３年生 １６ １０ １６ ４ １５ ４ ５

 ４年生 ６ １６ １０ １６ ４ １５ ４

 ５年生 １５ ６ １６ １０ １６ ４ １５

 ６年生 １２ １５ ６ １６ １０ １６ ４

 計 ７５ ６７ ６７ ６５ ５４ ４９ ４４

 年　度 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０

 
内　容

併設の検討 

地域説明
実施設計 改修工事 改修工事 併設開始
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２　霧多布中学校  

 

　　　　○学校概要 

　　　　 

　　　　○生徒数の推計 

　　　　 

　霧多布中学校は、生徒数の減少が見込まれるものの、当分の間、通常学級は各学

年１学級を維持できる見込みです。 

しかし、校舎の耐用年数が残り１０年となり老朽化が著しい状況です。また、津

波避難のための高台も遠い立地にあります。この喫緊の課題を解決するため、当該

校を霧多布小学校内に併設します。その後、小中一貫型小・中学校や義務教育学校

の導入検討を保護者等や地域住民との共通理解を踏まえ、進めます。 

 

 

 

 

 所　在　地 暮帰別西１丁目１６０番地

 創　　　立 昭和２２年　５月

 
建設年度

校　舎 昭和４９（１９７４）年

 体育館 昭和５０（１９７５）年

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17

 １年生 １０ １２ １５ ６ １６ １０ １６ ４ １５ ４ ５ ５

 ２年生 １１ １０ １２ １５ ６ １６ １０ １６ ４ １５ ４ ５

 ３年生 １７ １１ １０ １２ １５ ６ １６ １０ １６ ４ １５ ４

 計 ３８ ３３ ３７ ３３ ３７ ３２ ４２ ３０ ３５ ２３ ２４ １４

 年　度 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０

 
内　容

併設の検討 

地域説明
移転準備 移転準備 移転準備 併設開始
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３　散布小学校  

４　散布中学校  

 

　　　　○学校概要 

 

　　　　○児童数の推計 

　　　　 

　　　　○生徒数の推計 

　　　　 

　散布小中学校は、今後１０年間において児童生徒数は横ばいで推移する見込みで

す。しかし、小学校では複式学級が継続し、中学校でも複式学級が存在する年度が

ある見込みです。 

一方、校舎の耐用年数は２５年程度あることから、当分の間、当該校についての

適正化を行う必要はないと考えられます。 

短期的には、小規模校のメリットを活かすとともに、デメリットの解消策や緩和

策を検討・実施し、教育の機会均等や質の維持・向上を図る必要があります。 

既に小中併置校であることから単独で学校を維持しつつ、小中一貫型小・中学校

や義務教育学校の導入検討を保護者等や地域住民との共通理解を踏まえ、他校に先

駆けて進めます。 

ただし、学校の小規模化がさらに進行し適正化が必要な場合は、保護者等や地域

 所　在　地 火散布１３３番地

 
創　　　立

小　明治１５年　３月 

中　昭和２２年　６月

 
建設年度

校　舎 昭和６１（１９８６）年

 体育館 昭和６２（１９８７）年

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

 １年生 ５ ５ ４ ４ ４ １ ３

 ２年生 ６ ５ ５ ４ ４ ４ １

 ３年生 ２ ６ ５ ５ ４ ４ ４

 ４年生 ６ ２ ６ ５ ５ ４ ４

 ５年生 ４ ６ ２ ６ ５ ５ ４

 ６年生 ５ ４ ６ ２ ６ ５ ５

 計 ２８ ２８ ２８ ２６ ２８ ２３ ２１

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17

 １年生 １ ５ ４ ６ ２ ６ ５ ５ ４ ４ ４ １

 ２年生 ７ １ ５ ４ ６ ２ ６ ５ ５ ４ ４ ４

 ３年生 １ ７ １ ５ ４ ６ ２ ６ ５ ５ ４ ４

 計 ９ １３ １０ １５ １２ １４ １３ １６ １４ １３ １２ ９
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住民の要望や意見を尊重しながら学校適正規模・適正配置を図る手立てを再検討し

ます。 

 

 

 年　度 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９～

 
内　容 地域説明

一貫校への

移行準備

一貫校への

移行準備
一貫校へ移行
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　　５　浜中小学校  

 

　　　　○学校概要 

 

　　　　○児童数の推計 

　　　　 

　浜中小学校は、当面の間、児童数は横ばいで推移する見込みですが、複式学級が

継続して存在する見込みです。 

一方、校舎の耐用年数は２５年程度あることから、当分の間、当該校についての

適正化を行う必要はないと考えられます。 

このことから、短・中期的には、小規模校のメリットを活かすとともに、デメリ

ットの解消策や緩和策を検討・実施し、教育の機会均等や質の維持・向上を図りな

がら校区の地域性を活かすことで、単独で学校を維持します。 

また、浜中中学校が同じ敷地にあることから、小中一貫型小・中学校の導入を地

域や保護者等との共通理解を踏まえ検討するとともに、これまでの学校統合により

教室が手狭なことや教室数が不足する状況にあるので、増改築を検討する際は、浜

中中学校との併設も検討します。 

ただし、学校の小規模化がさらに進行し適正化が必要な場合は、保護者等や地域

住民の要望や意見を尊重しながら学校適正規模・適正配置を図る手立てを再検討し

ます。 

 

 

 

 

 所　在　地 浜中桜西７６番地

 創　　　立 大正１４年　５月

 
建設年度

校　舎 昭和６３（１９８８）年

 体育館 平成１３（２００１）年

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

 １年生 ７ １１ １４ ８ １０ ０ ５

 ２年生 ５ ７ １１ １４ ８ １０ ０

 ３年生 １２ ５ ７ １１ １４ ８ １０

 ４年生 １１ １２ ５ ７ １１ １４ ８

 ５年生 ７ １１ １２ ５ ７ １１ １４

 ６年生 ４ ７ １１ １２ ５ ７ １１

 計 ４６ ５３ ６０ ５７ ５５ ５０ ４８

 年　度 Ｒ６ Ｒ７～

 内　容 地域説明 小中一貫型小・中学校導入の検討
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６　浜中中学校  

 

　　　　○学校概要 

 

　　　　○生徒数の推計 

　　　　 

　浜中中学校は、今後１０年間は生徒数が微増傾向にありますが、複式学級が存在

する年度がある見込みです。 

一方、校舎の耐用年数は２０年程度ありまることから、当分の間、当該校につい

ての適正化を行う必要はないと考えられます。 

このことから、短・中期的には、小規模校のメリットを活かすとともに、デメリ

ットの解消策や緩和策を検討・実施し、教育の機会均等や質の維持・向上を図りな

がら校区の地域性を活かすことで、単独で学校を維持します。 

また、浜中小学校が同じ敷地にあることから、小中一貫型小・中学校の導入を地

域や保護者等との共通理解を踏まえ検討するとともに、浜中小学校の増改築を検討

する際は、浜中小学校との併設も検討します。 

ただし、学校の小規模化がさらに進行し適正化が必要な場合は、保護者等や地域

住民の要望や意見を尊重しながら学校適正規模・適正配置を図る手立てを再検討し

ます。 

 

 

 

 

 所　在　地 浜中桜西７６番地

 創　　　立 昭和２２年　４月

 
建設年度

校　舎 昭和６０（１９８５）年

 体育館 平成１０（１９９８）年

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17

 １年生 ８ ４ ７ １１ １２ ５ ７ １１ １４ ８ １０ ０

 ２年生 ６ ８ ４ ７ １１ １２ ５ ７ １１ １４ ８ １０

 ３年生 ４ ６ ８ ４ ７ １１ １２ ５ ７ １１ １４ ８

 計 １８ １８ １９ ２２ ３０ ２８ ２４ ２３ ３２ ３３ ３２ １８

 年　度 Ｒ６ Ｒ７～

 内　容 地域説明 小中一貫型小・中学校導入の検討
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７　茶内小学校  

 

　　　　○学校概要 

 

　　　　○児童数の推計 

　　　　 

　茶内小学校は、児童数の減少が見込まれるものの、当分の間、通常学級は１学級

を維持できる見込みです。 

また、校舎も一番新しく耐用年数は２５年以上あることから、当分の間、当該校

についての適正化を行う必要はないと考えられます。 

茶内中学校が同じ敷地にあることから、小中一貫型小・中学校の導入を保護者等

や地域住民との共通理解を踏まえ検討するとともに、学校統合により教室が手狭な

ことや教室数が不足する状況にあるので、増改築を検討する際は、茶内中学校との

併設も検討します。 

 

 

 

 

 所　在　地 茶内橋北西３９番地

 創　　　立 大正１３年　６月

 
建設年度

校　舎 平成２（１９９０）年

 体育館 平成３（１９９１）年

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

 １年生 ９ １６ １１ １５ １１ １８ ８

 ２年生 １７ ９ １６ １１ １５ １１ １８

 ３年生 １３ １７ ９ １６ １１ １５ １１

 ４年生 １４ １３ １７ ９ １６ １１ １５

 ５年生 １７ １４ １３ １７ ９ １６ １１

 ６年生 ２２ １７ １４ １３ １７ ９ １６

 計 ９２ ８６ ８０ ８１ ７９ ８０ ７９

 年　度 Ｒ６ Ｒ７～

 内　容 地域説明 小中一貫型小・中学校導入の検討



17 

８　茶内中学校  

 

　　　　○学校概要 

 

　　　　○生徒数の推計 

　　　　 

　茶内中学校は、生徒数の減少が見込まれていますが、今後１０年間は通常学級は

１学級を維持できる見込みです。 

また、校舎の耐用年数は２０年程度あることから、当分の間、当該校についての

適正化を行う必要はないと考えられます。 

茶内小学校が同じ敷地にあることから、小中一貫型小・中学校の導入を保護者等

や地域住民との共通理解を踏まえ検討するとともに、茶内小学校の増改築を検討す

る際は、茶内小学校との併設も検討します。 

 

 

 所　在　地 茶内橋北西３９番地

 創　　　立 昭和２２年　５月

 
建設年度

校　舎 昭和５８（１９８３）年

 体育館 昭和５９（１９８４）年

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17

 １年生 １５ ２２ １７ １４ １３ １７ ９ １６ １１ １５ １１ １８

 ２年生 １９ １５ ２２ １７ １４ １３ １７ ９ １６ １１ １５ １１

 ３年生 １４ １９ １５ ２２ １７ １４ １３ １７ ９ １６ １１ １５

 計 ４８ ５６ ５４ ５３ ４４ ４４ ３９ ４２ ３６ ４２ ３７ ４４

 年　度 Ｒ６ Ｒ７～

 内　容 地域説明 小中一貫型小・中学校導入の検討
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Ⅵ　おわりに 

本基本計画は、全ての子どもたちにとってよりよい教育条件や教育環境を整備してい

くことを目指し、児童生徒数や学級数の減少が進む中で、望ましい学校規模を維持して

いくために今後２０年間を見据えて小・中学校の配置について策定するものです。 

学校には、それぞれの歴史とともに地域社会との深い結びつきを持っていることから、

適正配置を行う上では、保護者、地域の方の意見を尊重し、学校、地域、行政が進めて

いく必要があります。また、教職員配置数、スクールバスなどの通学手段などの教育条

件や、学校の施設設備についても十分な配慮が必要です。さらには、急速な情報化社会

の進展とともに、これまでへき地性や少人数学級であった学校の弱みが、子どもたちの

成長にとって大きな強みに変化する時代が到来していることも踏まえなければなりませ

ん。 

ただし、学校施設については、霧多布中学校校舎の耐用年数が残り１０年となってい

ることから、早急な対応が求められます。その後、対応が迫られる校舎は茶内中学校で、

耐用年数が残り１９年となっています。したがって、茶内の建替えや改修を協議する際

には、半世紀後を見据え、町内外の社会経済情勢や町づくりの計画、そして町内全体の

児童生徒数の動向を含め教育条件や教育環境の視点から、本町の学校のあり方について、

改めて十分な協議を進め、校舎の建設場所や規模などを決定することが求められます。




